「第２年金制度参加スケジュールの目安について」

第２年金制度への参加には、基金代議員会で基金規約変更を決議して、厚生労働大臣宛に規約変更認可申請をし、

認可を得ることが必要です。代議員会は２月と７月の年２回実施しています。

基本的なスケジュールの目安としてご参照ください。目安ですから、具体的にはご相談しながら決めていきます。
	２月代議員会
	項目など
	７月代議員会


	１月末頃までを目安に

２月　基金代議員会　

遅くも３月末日

６月１日

６月半ば

７月末
	各生協内部検討　（導入の必要性、加入者の範囲、進め方など）

試算に基づき制度検討　（試算はｵﾘｯｸｽに委託、基金から退職金規程等改訂提案）

労働組合等との協議

第２制度参加申込書を基金に提出

掛金計算用（数理計算用）データ提出

退職金規程等改訂案と規約別表の確定

労使基本合意※（労組において確実に合意を得られる状況であること）

基金代議員会で実施生協と各生協スキーム基本事項確認。規約変更事項については決議。

厚生局へ規約変更認可申請　　（←各生協等から申請書添付書類・「労使協議の経緯書」等提出）

事務説明会の実施（基金担当者研修会内で行うか検討）

制度スタート（その後の月でのスタートも可）

加入者データの提出（制度スタート時加入者資格取得届）

第１回掛金拠出（認可書到着状況によりズレ有り）
	６月末頃までを目安に

７月　基金代議員会

遅くも８月末日

１１月１日

１１月半ば

１２月末


※　参加申込書提出時の「※労使基本合意」、その他のレベルについて
「役員会、理事会では決定し、労組交渉を進めた結果、後戻りすることはないと貴生協が判断される状況」程度と考え

ています。　個別にご相談・確認しながら進めていきます。

· 従来、スケジュール中に適格年金からの移換に関する記述をしていましたが、制度廃止期限２０１２年３月が迫ってお

り通常対応事項でなくなったため、削除しました。
　　　　　下の（３）　に「申込用紙」を用意します。ダウンロードしてお使いください。　　　　　　　　　　　　　　以上
